
一般外来患者の対応 （震度 6以上災害時各科外来初動フロー図） 

 

 

自身、職員、患者（患者家族）のケガ等 

処置等 

安全な場所に避難 

【災害対策本部設置】 

自身の安全確保、職員・患者の安全確認 

患者・患者家族を落ち着かせ、移動しないよう指示 

設備被害 

【大津波警報発令】1階で業務、診察中 

職員参集（災害診療準備命令） → 災害診療準備 → 災害診療 

※一般外来患者の診療を終えていない場合は、各職種必要人数を残して参集 

あり 
なし 

なし あり 

あり なし 

2階以上へ避難 

【本部の指示】1階の医薬品を 2階へ搬送（津波到達の恐れがある場合） 

【本部の指示】一般外来患者の対応 

各外来の医師は患者の状態確認を行う→（必要な患者のみ）医師が診療 

※診療の必要がない患者について、津波到達の恐れがない場合は帰宅を促し、 

津波到達の恐れがある場合は整形と脳外の間のエリアに連れて行く。 

※連絡があるまで院内処方（必要最小限（1週間分目安）） 

帰宅困難者は整形と脳外の間に集め、本部の指示後、市指定避難所に連れて行く 


